
川崎市社会福祉協議会労働組合規約 

 

第 1章  総   則 

 

第１条（名     称）  この組合は川崎市社会福祉協議会労働組合という。 

 

第２条（所  在  地）  この組合の主たる事務所を川崎市中原区上小田中６－２２－５ 川崎市             

社会福祉協議会内に置く。 

 

第３条（目     的）  この組合は組合員の労働条件の維持改善並びに社会福祉事業の発展強化             

を期し、経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする。なお、そのた

め自治労（全日本自治団体労働組合）を上部団体とする。 

 

第４条（事     業）  この組合は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）労働条件の維持改善 

（２）労働協約の締結、改定 

（３）社会福祉事業の発展・強化に関する事項 

（４）組合員及びその家族の福利厚生 

（５）組合員の教養、文化の向上 

（６）その他この組合の目的達成に必要な事項 

 

 

第２章  組  合  員 

 

第５条（組合員の資格）  この組合の組合員は川崎市社会福祉協議会の職員並びに組合が承認した             

者によって組織する。ただし、次の者は組合に加入できない。 

（１）労働組合法第２条の第１号に指定されたと組合員が認めた者 

（２）その他組合が決定した者 

 

２ （ 準 組 合 員 ） （１）活動目的に賛同し執行委員会の承認を得た者を準組合員とする。 

（２）原則、組合員としての権利・義務は有しないものとする。 

（３）準組合員は組合費の納入を免除するものとする。 

 

第６条（資 格 の 平 等）  すべての組合員はいかなる場合にも、人種、宗教、性別、信条、門地、             

または身分により差別的扱いを受けることはない。 

 

第７条（組合員の権利） 組合員は平等に次の権利を有する。ただし、第５条の２に定める準組合

員は、本条第１項に定める権利（すべての活動に参加し、組合の利益を受

ける権利）を有しない。 

（１）組合員はすべての活動に参加し、または組合の利益を受けること 

（２）組合のすべての問題に自由に意見を述べ、かつ議決に参加すること 

（３）役員に選挙され、これに就任することおよび役員を選挙すること 

（４）規約に定める手続きを得ずに除名する、権利停止等の処分を受ける

こと 

（５）会計の帳簿および組合の書類を閲覧すること 

（６）役員の解任を請求すること 



第８条（組合員の義務）   組合員は平等に次の義務を負う。ただし、第５条の２に定める準組合員

は、本条第１項に定める義務（規約遵守・機関決定の遵守）を負わない。 

（１）規約を守り、機関の決定に従うこと 

（２）所定の組合費および臨時賦課金等を納入すること。ただし、無給の

組合員については免除することができる 

（３）規約に基づいて各会議に出席すること 

 

第９条（加     入）  この組合に加入するときは所定の申込書に必要事項を記入のうえ、執行

委員長に提出し、執行委員長の承認を得なければならない。執行委員会が

承認したときは、書記長は速やかに組合員名簿に登録し本人に通知しなけ

ればならない。 

 

２ （準組合員の加入）   準組合員の加入手続きは、執行委員会が別に定める。 

 

第１０条（脱    退）  組合員はこの組合を脱退するときは、その理由を明記して執行委員長に             

提出しなければならない。第５条の２に定める準組合員についても、本人

の都合で随時脱退することができる。 

２ （準組合員の脱退）  第５条第２項に定める準組合員についても、本人の都合で随時脱退する

ことができる。 

 

第１１条（資格の喪失）  組合は次の事項に該当した場合に、組合員たる資格を喪失する。５条の

２に定める準組合員についても、規約、細則、決定に違反した場合は、権

利・義務の一部または全部を制限し、停止することができる。 

（１）退職したとき 

（２）死亡したとき 

（３）第５条に規定する非組合員に該当したとき 

（４）脱退が認められたとき 

（５）組合を除名されたとき 

（６）解雇されたとき。ただし、解雇について、論争を生じた場合はこれ

が解決するまで、その資格は失わないものとする。 

２ （準組合員への適用）  第５条第２項に定める準組合員についても、規約、細則、決定に違反し

た場合は、権利・義務の一部または全部を制限し、停止することができる。 

 

 

第３章  組     織 

 

第１節  役     員 

 

第１２条（種    類）  この組合に次の役員を置く。 

（１）執行委員長   １名 

（２）副執行委員長  １名 

（３）書記長     １名 

（４）会計      １名 

（５）執行委員   若干名 

（６）会計監事    ２名 

 



第１３条（役員の権利義務）  役員はすべてこの規約から定められた職務を忠実に遂行する義務を負

い、その職務を他人から妨害されることなく遂行する権利を有する。 

（１）執行委員長：この組合を代表し、組合業務の執行を統括する。 

（２）副執行委員長：執行委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、そ

の職務を代行する。 

（３）書記長：正、副執行委員長を補佐し、会議の正確なる議事録を作成、

保有し組合の日常業務を処理するため、書記局を統括する。 

（４）会計：予算に基づき会計処理をする。 

（５）執行委員：常時組合員の指導に任じ、組合規約に従い組合業務を執

行する。 

（６）会計監事：組合の経理を監督する。 

 

第１４条（役員の選挙      ）  役員は定期総会において組合員の直接無記名投票によって選出する。 

２ 役員の選出に関する細則に定める。 

 

第１５条（役員の任期      ）  役員の任期は選出された日より２ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 役員に欠員が生じた時は、前条２項により臨時総会において補充することができる。ただし、補充

役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第１６条（役員の解任      ）  組合員が役員を不適当と認め全組合員の過半数以上の同意、かつ理由を              

付して執行委員会に届け出た時は、直ちに臨時総会を開催し、その役員              

の解任について審議し、決定する。 

 

 

第２節  機     関 

 

第１７条（種    類）  組合には次の機関を置く。 

（１）総会 

（２）執行委員会 

（３）部会 

 

第１８条（総    会）  総会は組合の最高決議機関であって全組合員を以って構成する。 

２ 総会は定期総会と臨時総会とする。 

３ 定期総会は毎年１回開催し、執行委員長が期日の７日以上前に告示し、召集する。 

４ 臨時総会は執行委員会が必要と認めた時、又は全組合員の３分の１以上要求のあった場合に召集し

なければならない。 

 

第１９条（総会付議事項）  総会に付議する事項は、次の通りとする。 

（１）規約及び諸規定の判定、改廃 

（２）活動方針及び年度計画 

（３）予算案及び決算報告の承認 

（４）役員の選挙 

（５）労働協約の締結および改廃 

（６）争議行為の開始 

（７）組合の解散 

（８）他の団体への加入及び脱退 



（９）組合員の懲戒 

（１０）その他組合の目的達成のための重要事項 

 

第２０条（定    数）  総会は組合員の３分の２以上の出席（委任状含む）により成立する。 

 

第２１条（議    決）  総会付議事項の議決については出席組合員の過半数の賛成を要し、可否              

同数のときは議長がこれを決する。なお、第 19条 7 項については、第 37

条による。 

 

第２２条（議長の選出      ）  総会の議長は、その都度役員以外の組合員より選出する。 

 

第２３条（執行委員会      ）  執行委員会は組合の執行委員で会計監事を除く役員を以って構成し、執              

行業務について協議決定する。 

２ 委員会は執行委員の過半数の出席で成立し、議決はその過半数を以って決し、可否同数のときは執

行委員長が決する。 

 

第２４条（執行委員会の召集      ） 執行委員会は２ヶ月に１回以上執行委員長が召集して開催する。ただし、              

次の場合は臨時に開催することができる。 

（１）執行委員の３分の１以上の要求があったとき 

（２）執行委員長が必要と認めたとき 

 

第２５条（緊 急 処 理      ）  執行委員長は、緊急な事態が発生し、しかも総会を開催することが困難              

な場合は、総会の議を経ないでこれを処理することができる。ただし、次

の総会においてその承認を得なければならない。 

 

第２６条（部局の設置      ）  執行委員会は、組合業務の執行に必要な場合は各種の部を置くことがで              

きる。 

２ 執行委員会は組合の事務処理のため書記局を設置し、書記を若干名置くことができる。 

 

第２７条（部    会）  部会は組合の意見聴取及び検討機関であって、職種または就業内容等を

同じくする組合員を以って構成する。 

 

 

第４章  会     計 

 

第２８条（経    費）  この組合の経費は組合費及び寄付金その他の収入とすることができる。 

              寄付金を受けるときは執行委員会の承認を要する。 

 

第２９条（組 合 費      ）  総会の議決によって定める。 

 

第３０条（会 計 年 度      ）  会計年度は毎年８月１日に始まり翌年の７月３１日に終わる。 

 

 

第３１条（運動資金の運用      ）  運動資金は総会の承認を受けて運用することができる。 

 

第３２条（会 計 監 査      ）  この組合のすべての会計は、会計年度毎に書類を作成し、組合員によっ



て委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの

証明書とともに、会計監事の正確であることの旨を定期総会に報告しな

ければならない。 

 

 

第５章  争 議 行 為        

 

第３３条（争    議）  争議行為の開始は、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成がな              

ければ決定する事ができない。 

 

 

第６章  統     制 

 

第３４条（統    制）  組合員が次の行為をしたときは、全組合員の直接無記名投票による過半              

数の議決により制裁を受ける。 

（１）規約及び決議に違反したとき 

（２）組合の統制を乱した行為をしたとき 

（３）正当な理由なく組合費を３ヶ月以上滞納したとき 

２ （ 懲 戒 の 種 類 ）  懲戒の種類は次の３種とする 

（１）戒告 

（２）権利停止 

（３）除名 

第３５条（弁    訴）  前条の決議に際し、当該組合員はあらかじめ各種機関において弁明の機              

会を与えなければならない。 

 

 

第７章  規約改正と解散 

 

第３６条（規約の改正      ）  規約の改正は全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成があったと

きでなければならない。 

 

第３７条（解    散）  この組合の解散は全組合員の直接無記名投票による４分の３以上の賛成              

があったときでなければできない。 

 

 

付     則 

 

第３８条（細    則）  この規約を実施するために必要な細則は別に作成し、総会の承認を得な              

ければ効力を生じない。 

 

第３９条（効    力）  この規約は、1990 年 12月 14日より施行する。 

              この規約は、1991 年 3月 2日より施行する。 

              この規約は、1994 年 5月 30日より施行する。 

              この規約は、1997 年 5月 28日より施行する。 

              この規約は、2001 年 5月 17日より施行する。 

              この規約は、2007 年 6月 20日より施行する。 



              この規約は、2009 年 6月 12日より施行する。 

              この規約は、2012 年 6月 13日より施行する。 

この規約は、2023 年 7月 29日より施行する。 

この規約は、2024 年 7月 25日より施行する。 

この規約は、2025 年 10月 21日より施行する。 


